
平成２２年度グループ
ウェア更新等業務　一式

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　皆川芳嗣

埼玉県さい
たま市中央
区新都心２
－１さいたま
新都心合同

平成22年4月12日
日本電気株
式会社

東京都港区
芝５－７－１

予決令第９
９条の２（不
落・不調随
意契約）

－ － － 21,821,100 21,577,500 98.8% － － 0 0 － －

平成22年度営農計画管
理調査神流川沿岸地区
委託事業　一式

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　皆川芳嗣

埼玉県さい
たま市中央
区新都心2-
1

平成22年4月26日 埼玉県

埼玉県さい
たま市浦和
区高砂3-
15-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

地方公共団体と
の取決めにより、
契約の相手方が
一に定められてい
るもの

－ － 1,080,000 1,080,000 100.0% － － 0 0 － －

消費・安全部地域第二課
庁舎敷地土地賃貸借
一式

支出負担行為担
当官　関東農政
局長　皆川　芳嗣

埼玉県さい
たま市中央
区新都心2-
1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 6,744,000 － － － － － － －

土地貸借契約1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局　茨城農
政事務所長　市
川 宣明

茨城県水戸
市北見町1-
9

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため

－ － － 972,000 － － － 0 0 － －

土地貸借契約1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局　茨城農
政事務所長　市
川 宣明

茨城県水戸
市北見町1-
9

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため

－ － － 706,500 － － － 0 0 － －

土地貸借契約1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局　茨城農
政事務所長　市
川 宣明

茨城県水戸
市北見町1-
9

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため

－ － － 6,324,000 － － － 0 0 － －

栃木農政事務所地域第
一課敷地賃貸借契約1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局栃木農政
事務所長　深水
秀介

栃木県宇都
宮市中央2-
1-16

平成22年4月1日 栃木市長
栃木県栃木
市入舟町7-
26

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

庁舎敷地の継続
賃貸借を行うもの
であり、供給者が
一に特定される賃
貸借であるため

－ － － 2,596,644 － － － － 0 － －

静岡農政事務所地域第
二課土地賃貸借　1庁舎

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局静岡農政
事務所長　上野
慶雄

静岡県静岡
市葵区東草
深町７－１８

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務が
不可能であるた
め。

－ － － 3,702,000 － － － － － － －

落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

平成２２年度農業水利ｽ
ﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ
ｻｰﾊﾞ等賃貸借

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局利根川水
系土地改良調査
管理事務所長
上潟口　芳隆

千葉県柏市
根戸４７１－
６５

平成22年4月1日
日本電子計
算機(株)

東京都千代
田区丸の内
３－４－１

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

当該物件は、平
成１７年度に一般
競争入札にて設
置(賃貸借）された
機器であり、それ
を撤去し、他者が
同様の機器を再
構築する場合に
は新たな機器を
設置組み立て、ソ
フトウェアの設定
等の初期費用が
発生するため、毎
年入札を実施す
ることは他者より
賃貸借させること
が不利であり、継
続使用すれば初
期費用が発生し
ないため価格的
に有利であるこ
と。

－ － － 3,112,945 － － － 0 0 － －

職員用宿舎賃貸借料（平
成22年4月1日～平成23
年3月31日） 1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局西関東土
地改良調査管理
事務所長　中里
良一

静岡県菊川
市加茂2280
－1

平成22年4月1日

積和不動産
中部株式会
社　浜松営
業所

静岡県浜松
市中区板屋
町600

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ
るため

－ － － 3,548,400 － － － 0 0 － －

職員用宿舎賃貸借料（平
成22年4月1日～平成23
年3月31日） 1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局西関東土
地改良調査管理
事務所長　中里
良一

静岡県菊川
市加茂2280
－1

平成22年4月1日 宮崎勲
静岡県菊川
市半済1302

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ
るため

－ － － 1,144,800 － － － 0 0 － －

名称：平成22年度　工事
実績情報直接提供ｻｰﾋﾞｽ
（コリンズ）利用
数量：一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局土地改良
技術事務所長
水見 洋

埼玉県川口
市南町2-5-
3

平成22年4月1日

財団法人
日本建設情
報総合ｾﾝ
ﾀｰ

東京都港区
赤坂7-10-
20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

農業農村整備事
業に係る工事実
績、技術者ﾃﾞｰﾀ
等の情報を持って
いる唯一の機関

－ － 1,575,000 1,575,000 100.0% － － 0 0 － －

名称：平成22年度　企業
情報直接提供ｻｰﾋﾞｽ利用
数量：一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局土地改良
技術事務所長
水見 洋

埼玉県川口
市南町2-5-
3

平成22年4月1日
財団法人
建設業技術
者ｾﾝﾀｰ

東京都千代
田区二番町
3

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

農業農村整備事
業における工事
実績情報、技術
者情報、企業の
経営事項審査等

－ － 2,835,000 2,835,000 100.0% － － 0 0 － －

名称：平成22年度　電子
入札ｺｱｼｽﾃﾑ保守
数量：一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局土地改良
技術事務所長
水見 洋

埼玉県川口
市南町2-5-
3

平成22年4月1日

財団法人
日本建設情
報総合ｾﾝ
ﾀｰ

東京都港区
赤坂7-10-
20

会計法第２
９条の３第４
項（公募）

－ － － 4,725,000 4,725,000 100.0% － － 1 1 － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

名称：ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞほか賃
貸借
数量：一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局土地改良
技術事務所長
水見 洋

埼玉県川口
市南町2-5-
3

平成22年4月1日
NTTﾌｧｲﾅﾝ
ｽ株式会社
関東支店

さいたま市
大宮区桜木
町1-9-6

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

当初導入時に一
般競争入札により
相手を決定したも
のであり、業務の
継続性及び機器

今年度中で
契約期間満
了

－ 934,185 934,185 100.0% － － 0 0 － －

茂原支所庁舎賃貸借料
1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日
有限会社エ
フ・エム・ア
イ

茂原市高師
955

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 4,548,600 － － － - 0 － －

庁舎敷地賃貸借料　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日
両総土地改
良区理事長
森英介

東金市東金
1163

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 2,105,376 － － － - 0 － －

佐原支所庁舎賃貸借料
1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日
香取市長
宇井　成一

香取市佐原
ロ2127

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ土地
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,065,264 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日
有限会社さ
くらハウジン
グ

東金市東金
429-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 2,649,000 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 6,120,000 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 2,676,000 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,725,600 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,075,200 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,821,600 － － － 0 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,524,000 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 1,593,000 － － － - 0 － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 816,000 － － － - 0 － －

建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局両総農業
水利事業所長
高祖 幸晴

千葉県東金
市松之郷
2333

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同じ建物
の契約で、移転は
困難を伴うため。

－ － - 933,600 － － － - 0 － －

庁舎敷地に係る土地賃
貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日 ー ー

会計法第29
条の3第4項
(賃貸借契
約)

当該場所でなけれ
ば行政事務を行う
ことが不可能であ
ることから場所が
限定され、供給者
が一に特定される
ため。

－ － 3,624,768 3,624,768 100.0% － － － －

建物賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日
さくら管理
株式会社

千葉県佐倉
市井野1551
－17

会計法第29
条の3第4項
(賃貸借契
約)

職員宿舎の継続賃
貸借を行うもので
あり、供給が一に
特定される契約で
あるため。

－ － 2,346,000 2,346,000 100.0% － － － －

建物賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日
株式会社ス
テップハウ
ジング

千葉県八街
市八街ほ
230－79

会計法第29
条の3第4項
(賃貸借契
約)

職員宿舎の継続賃
貸借を行うもので
あり、供給が一に
特定される契約で
あるため。

－ － 4,380,000 4,380,000 100.0% － － － －

職員宿舎敷地に係る土
地賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日 ー ー

会計法第29
条の3第4項
(賃貸借契
約)

宿舎法施行規則の
貸与基準に基づく
物件である職員宿
舎敷地の継続賃貸
借を行うものであ
り、供給が一に特
定される契約であ
るため。

－ － 1,344,000 1,344,000 100.0% － － － －

北総中央農業水利事業
平成22年度土地改良施
設の管理使用に伴う管
理経費に係る作業の委
託 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日
北総中央用
水土地改良
区

千葉県八街
市八街ほ
113

会計法第29
条の3第4項
(法令等の
規定)

土地改良法に基づ
き公告を行い、農
林水産大臣の適否
の決定を受けた管
理者に委託するも
のであり、契約の
相手方が一に定め
られているため。

－ － 4,517,300 4,517,300 100.0% － － － －

平成22年度電気料(低圧
電力) 1式

分任支出負担行
為担当官
関東農政局北総
中央農業水利事
業所長
稲森　幹八

千葉県八街
市八街に
456－1

平成22年4月1日
東京電力株
式会社

千葉県成田
市花崎町
822－1

会計法第29
条の3第4項
(光熱費等)

随意契約によらざ
るを得ないものと
して財務大臣通知
に記載。

－ － 1,500,000 1,500,000 100.0% － － － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
香陵住販株
式会社

茨城県水戸
市南町-4-
33

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 1,605,000 1,605,000 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 2,817,000 2,817,000 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
株式会社ス
ズネン

茨城県水戸
市渡里町
401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 940,800 940,800 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
株式会社ス
ズネン

茨城県水戸
市渡里町
401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 4,563,000 4,563,000 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 2,406,000 2,406,000 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
有限会社
リックス

茨城県水戸
市元吉田町
29-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

宿舎法施行規則
第１１条の貸与基
準に基づく物件で
ある職員宿舎の
継続賃貸借を行う
ものであり、供給
が一に特定される
賃貸借契約であ

－ － 1,639,080 1,639,080 100.0% － － 0 0 － －

関東農政局那珂川沿岸
農業（一期）御前山ダム
管理用受電設備等の賃
貸借　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
株式会社ア
クティオ

東京都中央
区日本橋3-
12-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

平成21年度に締
結した契約につい
て今年度も引き続
き契約するもので
あり、新たな契約
とした場合、現在
の物件の撤去及
び新たな物件の
設置費の負担が
発生することとな
り効率的でないた
め、随意契約を行

－ － 1,764,000 1,673,460 94.8% － － 0 0 － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

事業所会議室賃貸借　一
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局那珂川沿
岸農業水利事業
所長　尾崎　明久

茨城県水戸
市中河内町
960-1

平成22年4月1日
大和リース
株式会社
水戸支店

茨城県水戸
市笠原町
978-28

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

平成20年度に締
結した契約につい
て今年度も引き続
き契約するもので
あり、新たな契約
とした場合、現在
の物件の撤去及
び新たな物件の
設置費の負担が
発生することとな
り効率的でないた
め、随意契約を行

－ － 1,953,000 1,953,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行
為担当官代理
関東農政局神流
川沿岸農業水利
事業所次長（事務

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

平成22年4月1日 －
神奈川県藤
沢市辻堂西
海岸3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

不動産賃貸借の
ため移転が困難

－ － 3,156,000 3,156,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行
為担当官代理
関東農政局神流
川沿岸農業水利
事業所次長（事務

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

平成22年4月1日 －
埼玉県本庄
市駅南1-7-
10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

不動産賃貸借の
ため移転が困難

－ － 3,672,000 3,672,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行
為担当官代理
関東農政局神流
川沿岸農業水利
事業所次長（事務

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

平成22年4月1日
有限会社藤
井企画

東京都港区
赤坂7-5-1-
401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

不動産賃貸借の
ため移転が困難

－ － 888,000 888,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行
為担当官代理
関東農政局神流
川沿岸農業水利
事業所次長（事務

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

平成22年4月1日
有限会社ﾐﾊ
ﾏ･ｿｰｲﾝｸﾞ

埼玉県本庄
市小島6-5-
11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

不動産賃貸借の
ため移転が困難

－ － 1,224,000 1,224,000 100.0% － － 0 0 － －

会議室及び倉庫賃貸借1
式

分任支出負担行
為担当官代理
関東農政局神流
川沿岸農業水利
事業所次長（事務

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

平成22年4月1日
竹並建設株
式会社

埼玉県本庄
市西冨田
303-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

不動産賃貸借の
ため移転が困難

－ － 5,166,000 5,166,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 1,200,000 1,200,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 1,080,000 1,080,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 1,452,000 1,452,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 852,000 852,000 100.0% － － 0 0 － －

建物等賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 3,804,000 3,804,000 100.0% － － 0 0 － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 4,980,000 4,980,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 1,464,000 1,464,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 2,712,000 2,712,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 2,745,000 2,745,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 864,000 864,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 3,264,000 3,264,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 864,000 864,000 100.0% － － 0 0 － －

建物賃貸借（宿舎）　一式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長 浅田 　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

前年度と同建物
の契約。移転は
困難を伴うため。

－ － 2,268,000 2,268,000 100.0% － － 0 0 － －

大井川用水（二期）農業
水利事業　大井川右岸地
域用水管理工事に係る
土地使用等

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長　浅田　　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

土地改良事業に
伴う用地等の取
得及び損失損失
補償要綱第２２
条、第２６条、第３
７条、第３８条に
基づく補償

－ － － 2,143,799 － － － 0 0 － －

大井川用水（二期）農業
水利事業　大井川右岸地
域用水管理工事に係る
土地使用等

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局大井川用
水農業水利事業
所長　浅田　　務

静岡県島田
市中央町
30-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

土地改良事業に
伴う用地等の取
得及び損失補償
要綱第２２条、第
２６条、第３７条、
３８条に基づく補
償

－ － － 3,026,002 － － － 0 0 － －

事業所庁舎賃貸借契約
1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日
株式会社タ
カナワ地所

長野県松本
市本庄2-7-
18

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 9,547,020 － － － － － － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

事業所駐車場賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日
株式会社イ
ワサ

長野県塩尻
市大門一番
町6-7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 3,569,580 － － － － － － －

職員用宿舎建物賃貸借
契約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 2,365,200 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 813,600 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 800,400 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 2,739,600 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 1,576,800 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日
みのり物産
有限会社

長野県松本
市井川城1-
2-9

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 3,086,400 － － － － － － －

職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局中信平二
期農業水利事業
所長 長谷部　均

長野県松本
市大字島立
2167-5

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供

－ － － 1,026,000 － － － － － － －

会議室及び休養室賃貸
借　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日
大和リ－ス
株式会社
東京本店

東京都千代
田区飯田橋
3-13-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 4,410,000 － － － 0 0 － －

事業所庁舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 太田市
群馬県太田
市浜町2-35

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 5,836,068 － － － 0 0 － －

事業所駐車場用地の土
地賃貸借　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 － －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 1,421,568 － － － 0 0 － －



落札率

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場合
の記載事
項）

提案者の数

うち農林水
産省出身者

備　　考

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

商号又は名
称

契約を締結した日

移行予定年
限

予定価格
うち公益社
団法人又は
公益財団法
人（特例社
団法人又は
特例財団法
人を含む。）

競争性のある契約に移行
予定のもの

移行困難な
事由

競争性のない随
意契約によらざる
を得ない理由

契約金額
物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

名称 所在地

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

住所

随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
（企画競争
等）

渡良瀬川中央農地防災
事業（一期）土地改良施
設の管理に関する平成
22年度委託事業　1式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長　松谷孝
史

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 板倉町
群馬県邑楽
郡板倉町大
字板倉2067

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

契約の相手方で
ある板倉町は、土
地改良法に規定
する土地改良施
設の予定管理者
であり、国と板倉
町で締結している
協定に基づき今
年度も引き続き板
倉町と委託契約
を締結する必要
があるため。

－ － － 5,545,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日
有限会社九
合マンション

群馬県太田
市飯塚町
1406

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 5,472,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 金井繁
群馬県太田
市新田市野
倉町155

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 1,920,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日
有限会社メ
ディオアイ

群馬県太田
市飯塚町
541-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 2,040,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日
株式会社宮
津製作所

群馬県邑楽
郡大泉町仙
石3-24-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 3,312,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 松澤千枝子
群馬県太田
市新井町
521-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 828,000 － － － 0 0 － －

職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行
為担当官　関東
農政局渡良瀬川
中央農地防災事
業所長 松谷孝

群馬県太田
市大島町
582-1

平成22年4月1日 瀬山康昭
群馬県館林
市松原2-7-
55

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが必要不
可欠なため

－ － － 984,000 － － － 0 0 － －


